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医師の働き方改革に係る
特定労務管理対象機関の指定について
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１．特定労務管理対象機関の指定（概要）について

医療機関
• 勤務する医師が長時間労働となる医療機関は、医師労働時間短縮計画を作成（医療法113条第2
項）

• 健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施等(医療法第
107条)

都道府県
• 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関
（特定労務管理対象機関）を知事が指定（医療法113条第1項）

• 指定にあたっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴取（医療法第113条第5項）

医療機関に適用する水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間

Ａ水準 原則（指定取得は不要） 960時間以内

特例水準

連携Ｂ水準
他院と兼業する医師の労働時間を通算すると長
時間労働となるため

通算で1860時間以内
（各院では960時間以内）

Ｂ水準 救急医療等の政策医療を行うため 1860時間以内

Ｃ－１水準 臨床研修・専門研修医の研修のため 1860時間以内

Ｃ－２水準 長時間修練が必要な技能の習得のため 1860時間以内

○医療法の改正により、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための
措置について整備

○令和６年４月から勤務医の時間外・休日労働の上限規制が適用
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８月28日の医療審議会において諮問し、「指定して差し支えない」との答申。
⇒9月10日付で特定労務管理対象機関に指定し、県ホームページにおいて公示。

２．特定労務管理対象機関の指定状況

医療機関名 申請特例水準 適用予定の診療科

1
株式会社日立製作所
日立総合病院 Ｂ水準

外科、救急集中治療科、循環器内
科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸
器外科、小児科、心臓血管外科、
腎臓内科、整形外科、脳神経外科

2 茨城西南医療センター病院 Ｂ水準 脳神経外科

【指定状況】
B水準：２医療機関

【指定済】
４医療機関

（内訳）
B水準 ：４医療機関
連携B水準：２医療機関
C-1水準 ：２医療機関

【参考】すでに特定労務管理対象機関に指定した４医療機関（令和６年１月24日付け）

1 筑波大学附属病院 Ｂ水準、連携Ｂ水準

2 筑波メディカルセンター病院 Ｂ水準、Ｃ－１水準

3 総合病院土浦協同病院 Ｂ水準、Ｃ－１水準

4 東京医科大学茨城医療センター Ｂ水準、連携Ｂ水準

（参考）過去に指定した特定労務管理対象機関
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